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令和元年 12月 20日 

総務省政策統括官（統計基準担当） 

 

各府省（統計関係）における令和元年台風第十九号等による 

災害等への対応状況 

 

○ 令和元年 10月に発生した台風第 19号においては、大規模な自然災害が発生
（注）し、統計調査の実施にも影響 

   (注)令和元年 12月２日現在で人的被害：死者、行方不明者（101人）、住宅被害：全壊・半壊（23,518

棟） 

 

○  このため、「大規模災害が発生した場合に関する対応指針」（平成 28年総務

省政策統括官（統計基準担当）決定）や統計委員会委員長談話（平成 23 年、

平成 28 年）等を踏まえ、当室から各府省に対して、令和元年 10 月 18 日に、

「令和元年台風第十九号による災害への対応 について（通知）」により、特

定非常災害の指定に伴う基幹統計調査の報告義務の免責に関する措置や承認

手続の弾力的運用、統計調査結果等の情報提供に当たっての留意事項につい

て、周知。 

 

○  また、当室において、令和元年 10月 10日から令和２年３月 31日までの間

に調査期間が設定されている調査のうち、各府省において何らかの措置予定

がある統計調査の状況を確認したところ、以下のとおり、31 統計調査（うち

６基幹統計調査）において、必要な措置を講じる予定。 

 

表 令和元年 10月 10日から令和２年３月 31日までの間に調査期間が設定され

ている調査のうち、措置予定のあるもの 
府省 統計調査

の名称 

基幹・

一般の

別 

調査周期・時期 措置予定 備 考 

周期・経

常・一回

限りの別 

調査期間 

内閣府 消費動向

調査 

一般 経常 R1.10.5～

R1.10.21 

・10 月調査について

は、長野県の１調査単

位区における調査の

実施を見合わせた。 

・左記措置を講じ

た調査結果は 10月

分結果として 10月

31日に公表した。 

総務省 全国家計

構造調査 

基幹 周期 R1.9.1～

R1.12.31 

10都県（岩手県、宮

城県、福島県、茨城

県、栃木県、埼玉

県、千葉県、東京

都、長野県、静岡

県）のうち被災した

調査市町村におい

て、家計簿(10月

分)、家計簿(11月

分)、年収・貯蓄等調

査票のうち一部の調

査を行わない等の措

置を講じる、又は講

じる可能性がある。 

・宮城県丸森町に

ついては、左記の

措置に加え、調査

の実施を延期する

可能性がある。 

・左記措置を講じ

た都県では、集

計・公表の際に何

らかの措置を行う

可能性がある。 

資料８ 
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なお、被災した市町

村の状況については

現在も確認中。 

総務省 家計消費

状況調査 

一般 経常 R1.10.1～

R1.10.31 

調査計画と異なる取

扱いは特になし。 

被災地域につい

て、調査票提出の

督促（電話・はが

き）を停止。 

上記措置を講じた

調査結果は 10月分

結果として 12月６

日に公表済み。 

総務省 家計消費

単身モニ

ター調査 

一般 経常 R1.10.1～

R1.10.31 

調査計画と異なる取

扱いは特になし。 

被災地域につい

て、調査票提出の

メール督促を停

止。 

上記措置を講じた

調査結果は 10月分

結果として 12月６

日に公表済み。 

総務省 通信利用

動向調査 

一般 経常 R1.11月中

旬～12月

下旬 

世帯・世帯構成員向

け調査において、浸

水等の被害が一定規

模以上発生した市町

村を対象から除外し

た。 

  

財務省 法人企業

統計調査 

基幹 経常 R1.10.10～

R1.11.11 

調査計画と異なる取

扱いは特になし 

被災地域の一部法

人については、調

査票の督促を行わ

ないこととした。

（四半期別調査） 

財務省 民間給与

実態統計

調査 

基幹 経常 R2.1.10～

R2.2.29 

調査計画と異なる取

扱いは特になし 

被災地域の一部事

業所については、

被災地域の復興状

況等を考慮の上、

調査票の督促を行

わないことも検

討。 

文部科

学省 

民間企業

の研究活

動に関す

る調査 

一般 経常 R1.8.6～

R1.11.15 

・被災により回答で

きない旨の連絡があ

った場合は、督促は

しないこととした 

  

文部科

学省 

体力・運

動能力調

査 

一般 経常 R1.5.1～

R1.10.30 

・被災地域について

は、令和元年 11月ま

でに調査を実施し、

12月までに調査票を

提出すれば良いこと

とした 

・調査結果の公表

時期に変更は無し 

厚生労

働省 

病院報告 一般 経常 H31.1.1 ～

R1.12.31 

調査計画どおり実施 

ただし、長野県の１

施設が台風により浸

水し報告するデータ

が不明なことから、

10月分の調査票の提

出が遅延すると連絡

があった。当該施設

10月分月報(概数)

は、令和２年２月

頃公表予定。 
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については、10月分

月報（概数）集計時

には除外し、その旨

公表資料に注釈を付

す予定。（年報集計

時には回収できる見

込み） 

※11月分以降の取り

扱いについては、施

設の状況等を踏まえ

検討する。 

厚生労

働省 

医薬品・

医療機器

産業実態

調査 

一般 経常 R1.10.1～

R1.11.5 

調査計画通り実施 調査計画に督促に

関する記載はない

ため、調査計画と

異なるものではな

いが、被災地域に

ついては、調査票

の督促を行わない

こととした 

厚生労

働省 

医薬品価

格調査 

一般 １回限

り 

R1.9.19～

R1.10.31 

調査計画どおり、実

施 

調査計画に督促に

関する記載はない

ため、調査計画と

異なるものではな

いが、被災地域に

ついては、調査票

の督促を行わない

こととした 

厚生労

働省 

特定保険

医療材料

価格調査 

一般 １回限

り 

R1.9.30～

R1.10.31 

調査計画どおり、実

施 

調査計画に督促に

関する記載はない

ため、調査計画と

異なるものではな

いが、被災地域に

ついては、調査票

の督促を行わない

こととした 

厚生労

働省 

国民健

康・栄養

調査 

一般 経常 R1.11.1 ～

R1.11.30 

・被災により回答で

きない旨の連絡があ

った場合は、督促は

しないこととした 

調査計画に督促に

関する記載はない

ため、調査計画と

異なるものではな

いが、被災地域に

ついては、調査票

の督促を行わない

こととした 

厚生労

働省 

裁量労働

制実態調

査 

一般 １回限

り 

(ﾌﾟﾚ調査) 

R1.8.26～

R1.9.18 

(本調査) 

R1.11.8～

R1.12.20 

調査計画どおり、実

施 

調査計画に督促に

関する記載はない

ため、調査計画と

異なるものではな

いが、被災地域に

ついては、調査票

の督促を一定期間

行わないこととし

た 
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厚生労

働省 

公的年金

等加入状

況等調査 

一般 経常 R1.10.25～

R1.11.11 

・調査対象者又は調

査員が被災したこと

により、調査の実施

が困難と見込まれる

場合には、調査票を

配布しないこととし

た（３地区で調査を

実施せず、１地区は

一部で調査を実施し

た） 

  

農林水

産省 

農林業セ

ンサス 

基幹 周期 R1.12.15～

R2.2.28 

・災害救助法の適用

があった市区町村に

おいて、実施時期を

後倒しする対応を検

討中。 

・調査結果の公表

期日への影響は現

時点では不明。 

農林水

産省 

漁業構造

動態調査 

一般 経常 R1.10.21～

R1.11.30 

・災害救助法の適用

があった一部の市区

町村において、調査

の実施時期を後倒

し。（11月上旬～２

月上旬に措置） 

・同上 

農林水

産省 

農道整備

状況調査 

一般 経常 R1.10.11～

R1.12.20 

・災害救助法の適用

があった一部の市区

町村において、調査

の実施時期を後倒

し。（11月下旬～１

月下旬に措置） 

・同上 

農林水

産省 

６次産業

化総合調

査（農業

経営体等

における

６次産業

化業態別

調査） 

一般 経常 R1.9月上

旬～10月

上旬 

・災害救助法の適用

があった一部の市区

町村において、調査

の実施時期を後倒

し。（10月上旬～11

月上旬に措置） 

・同上 

農林水

産省 

農業協同

組合及び

同連合会

一斉調査 

一般 経常 R1.5.29～

R1.10.31 

・災害救助法の適用が

あった一部の市区町

村において、調査計画

上の変更措置は行わ

ないものの、提出され

た調査票に係る疑義

照会の回答期限の延

長を措置。 

・疑義照会の実施状

況によっては、調査

結果の公表期日を

延長する可能性。 

経済産

業省 

経済産業

省生産動

態統計調

査 

基幹 経常 R1.10.1～

R.1.10.31 

・被災地域について

は、調査票の督促を行

わないこととした 

・被災地域のうち調査

票が提出されず、被災

の影響が確認された

調査対象については、

生産、出荷は日割り計

算で推計し、在庫や設

備能力はゼロとした 

・左記措置を講じ

た調査結果は 2019

年 10月分速報とし

て 11月 29日に公

表済 
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経済産

業省 

商業動態

統計調査 

基幹 経常 R1.10.1～

R1.10.31 

・被災地域について

は、調査票の督促を行

わないこととした 

・被災地域のうち調査

票が提出されなかっ

た調査対象について

は、稼働日数を仮定し

て販売額の推計を行

った 

・左記措置を講じた

調査結果は 2019 年

10 月分結果として

11月 28日に公表済 

経済産

業省 

海外現地

法人四半

期調査 

一般 経常 R1.10.1～

R1.11.15 

・被災地域について

は、調査票の督促を行

わないこととした 

・被災地域のうち調査

票が提出されなかっ

た調査対象について

は、通常の未提出企業

と同様に推計を行う

予定 

・左記措置を講じ

た調査結果は 2019

年 7-9月期分結果

として 12月 25日

に公表予定 

経済産

業省 

砕石等動

態統計調

査 

一般 経常 R1.10.1～

R1.12.31 

・被災地域について

は、調査票の督促を行

わないこととした 

・被災地域のうち調査

票が提出されなかっ

た調査対象について

は、前月と同一値と仮

定して推計した 

・左記措置を講じ

た調査結果は 2019

年 10月－12月期分

結果として令和 2

年 2月に公表予定 

・また、2019年 1

月～12月分は年報

として令和 2年 4

月に公表予定 

経済産

業省 

特定サー

ビス産業

動態統計

調査 

一般 経常 R1.10.1～

R1.10.31 

・被災地域について

は、調査票の督促を行

わないこととした 

・被災地域のうち調査

票が提出されなかっ

た調査対象について

は、稼働日数を仮定し

て売上高等の推計を

行った 

・左記措置を講じた

調査結果は 2019 年

10 月分結果として

12月 10日に公表済 

経済産

業省 

シェアリ

ングエコ

ノミーに

関する実

態調査 

一般 １回限

り 

R1.9.1～

R1.10.31 

・被災地域に所在する

調査対象については、

調査票の督促及び疑

義照会を一定期間停

止した 

・左記措置を講じた

調査結果は 2018 年

調査結果として令

和 2年 3月に公表予

定 

国土交

通省 

空き家所

有者実態

調査 

一般 周期

（５

年） 

R1,11,1～

R2.1.19 

被災地域（「令和元

年台風第 19号による

被害状況等につい

て」（国土交通省、

令和元年 10月 15日

現在）に記載の河川

の溢水による家屋被

害及び土砂災害等が

報告されている市区

町村）を調査対象地

域から除外 

調査結果公表時に

災害により一部調

査地域を除外して

いる旨を注記予定 
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国土交

通省 

水害統計

調査 

一般 経常 H31.1.1～

R1.12.31 

・一般資産水害統計

調査において、平常

時であれば市区町村

職員は、被災者から

の聞き取りの後、水

害発生後４５日以内

に調査票を都道府県

に送付することとし

ているが、被災地域

については災害対応

を鑑み、とりまとま

り次第提出とした。 

  

環境省 環境経済

観測調査 

一般 経常 R1.11.11～

R1.12.20 

・岩手県・宮城県・

福島県・茨城県・栃

木県・埼玉県・東京

都・神奈川県・長野

県の９都県のうち一

部の市区町を対象地

域から除外 

・左記措置を講じ

た調査結果は 12月

調査結果として２

月下旬に公表予定 

内閣

府・財

務省 

法人企業

景気予測

調査 

一般 経常 R1.10.18～

R1.11.20 

・調査計画と異なる

取扱いは特になし。 

・被災地域の一部

法人については、

調査票の督促を行

わないこととし

た。 

（注）「経常」とはおおむね１年以下の周期（毎月、毎四半期、毎年など）で行われる調査、「周期」とは そ

れ以外の周期（２年に１回など）で行われる調査を言う。 
 


